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当初 4～10(11)月補正 11(12)月補正(※)

H28熊本地震 R2.7月豪雨災害
新型コロナ感染症

※11月補正（開会日が12月の場合は12月補正）は各定例会への提案分

［億円］

骨
格

11(12) 月 補 正 後 予 算 額 の 推 移

骨
格

1１月補正額 178
冒頭提案分 ７６

追加提案分 1０１

４～9月補正額 728

骨
格

令和７年度１１月補正予算（追号）の概要

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計が合わないことがある

（③の財源内訳）国庫支出金 3,215 諸収入 1 繰入金 2
地方交付税 6,911

【補正規模】 （単位：百万円）

・現計予算額 917,615（①）

・１１月補正予算額(冒頭提案分) 7,637（②）

・１１月補正予算額(追加提案分) 10,129(③）

１１月補正後予算額(①＋②＋③) 935,380（①）

１

当初  844,796,546
３専①      3,864
６補冒頭②  8,203,684
６補追号③  1,029,547
補正合計     9,237,095
６補(追)後 854,033,641
８専  8,580,489
８専後  862,614,130
９補(冒)     4,932,054
９補(冒)後 867,546,184
９補(追)  50,068,556
９補(冒+追) 55,000,610
９補(追)後 917,614,740
11補(冒) 7,636,526
11補(冒)後 925,251,266
11補(追)    10,128,686
11補(冒+追) 17,765,212
11補後     935,379,952 



＜現状・課題＞

○ 令和7年8月豪雨により県内の広範囲で浸水等の被害が発生し、多数の中小企業者等が被災

○ 被災された事業者が事業の再開・継続を断念することなく、早期に再建できるよう、施設や設備の復旧を支援

する

I 中小企業者等の事業再建に向けた支援
【令和7年8月豪雨からの復旧】

予算額42億48百万円（14億28百万円）
被災事業者再建支援事業[商工振興金融課]

＜事業概要＞

＜イメージ図＞

新

○ 令和7年8月豪雨により、県内の広い範囲
で中小企業者等が甚大な被害を受けた

○ 地域の経済・雇用を担う中小企業者等が
早期に事業を再建できるよう、被災した施
設や設備の復旧を後押しする必要がある

○全体事業費：56億58百万円（県事業費42億48百万円）
○事業内容：被災した中小企業者等の施設及び設備の復旧に要する経費の3/4を補助

（補助上限額：1事業者につき3億円）
○負担割合：国1/2、県1/4、中小企業者等1/4
○事業主体：中小企業者等
○事業期間：令和7年度～

⑤公募

県

中
小
企
業
者
等

国

⑥補助金交付申請

⑦交付決定

⑨交付確定・支払

①事業計画提出

②採択

③補助金交付申請

④交付決定

⑧実績報告
⑩実績報告

⑪交付確定・支払

＜被害状況＞

約3,300事業者 約283億円

２



○ 人事委員会勧告に基づく職員給与改定に伴う必要な補正予算を計上

Ⅱ 人事委員会勧告に基づく職員給与改定
【その他】

予算額58億80百万円(54億82百万円）
※( )内の計数は一般財源。以下同じ

人事委員会勧告に基づく職員給与改定 58億80百万円（54億82百万円）
（内訳）
〇職員給与費 54億46百万円（50億68百万円） 〇会計年度任用職員報酬等 4億34百万円（4億14百万円）

給料 33億37百万円 報酬 2億57百万円
期末・勤勉手当 16億80百万円 期末・勤勉手当 1億17百万円
その他  4億29百万円 その他           60百万円

（内容）

（１）一般職の職員の給料表の改定
・ 大卒程度及び高卒程度の初任給を13,400円引き上げ

（大卒程度225,600円/月→239,000円/月 高卒程度194,500円/月→207,900円/月）
・ 若年層の職員が在職する号給に重点を置きつつ、その他の職員についても昨年を上回る改定を実施

（平均給与の改定率は＋3.55%）

（２）期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定
・ 令和７年度以降の期末手当及び勤勉手当の年間支給月数を4.6月から4.65月に改定

（３）初任給調整手当の支給月額の限度引上げ
・ 医師及び歯科医師 417,600円（現行から＋1,000円）

（主な改正の概要）

会計年度任用職員分（千円）

合 計 434,061
報 酬 257,082
期末手当  62,922
勤勉手当  54,365
そ の 他  59,692

３
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